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     ＪＲ東労組  業務部 

１．賃上げ 

４．夏季手当支払指定日は 6月 24日～28日の間とすること。 

５．回答指定日は 3月 11日～15日の間とすること。 

 

契約期間 5 年満了を向かえるグリーンスタッフの希望

者全員を「業職種限定社員」として採用すること。ま

た、グリーンスタッフ制度による新たな採用を行わない

こと。 

３．グリーンスタッフ 

２．夏季手当 


